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財政課　財政係 ２３２-２１１１問い合わせ

■
民
生
費

　

社
会
福
祉
、
老
人
福
祉
、
障
が
い
者
福

祉
、
児
童
福
祉
、
児
童
手
当
、
母
子
・
寡

婦
対
策
、
保
育
所（
私
立
を
含
む
）の
運
営

な
ど
に
20
億
8
，4
2
3
万
円
を
支
出
し

ま
し
た
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
へ
1
億
4
，9
7
6
万
円
、
介
護
保
険

特
別
会
計
へ
2
億
2
，5
5
1
万
円
を
繰

り
出
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
対
策
と
し
て
、

広
域
連
合
へ
の
負
担
金
と
特
別
会
計
へ
の

繰
出
金
を
合
わ
せ
て
2
億
9
，4
6
9
万

円
支
出
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
子
育
て
応
援
特
別
手
当
と
し
て
、

2
，4
3
4
万
円
を
支
出
し
ま
し
た
。

■
総
務
費

　

各
地
区
施
設（
放
送
施
設
、
街
灯
な
ど
）

の
整
備
、
交
通
安
全
対
策
、
防
犯
灯
の
設

置
、
住
居
表
示
の
実
施
、
町
内
巡
回
バ
ス

の
運
行
、
さ
ん
さ
ん
コ
ン
サ
ー
ト
、
電
算

シ
ス
テ
ム
の
運
用
、
基
金
の
積
み
立
て
、

土
地
取
得
特
別
会
計
へ
の
繰
出
金
な
ど
に

16
億
9
，0
1
2
万
円
を
支
出
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
定
額
給
付
金
と
し
て
、5
億
3
，

0
7
8
万
円
を
支
出
し
ま
し
た
。

■
土
木
費

　

横
道
合
志
2
号
線
な
ど
の
道
路
新
設
改

良
事
業
、
町
道
・
公
園
・
住
宅
の
維
持
管

理
な
ど
に
6
億
7
，6
9
9
万
円
、
土
地

区
画
整
理
事
業
に
5
億
4
，9
3
3
万
円

を
支
出
し
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
下
水
道

特
別
会
計
へ
4
億
1
，5
7
4
万
円
を
繰

り
出
し
ま
し
た
。

■
教
育
費

　

武
蔵
ヶ
丘
中
学
校
の
耐
震
補
強
工
事
を

は
じ
め
と
す
る
各
小
中
学
校
の
施
設
整

備
、
外
国
青
年
招
致
事
業
、
幼
児
教
育
な

ど
に
8
億
5
，2
2
0
万
円
、
図
書
館
や

生
涯
学
習
施
設
の
運
営
、
生
涯
学
習
、
青

少
年
育
成
、
文
化
振
興
、
人
権
教
育
・
啓

発
の
推
進
、
社
会
体
育
に
2
億
4
，4
0
3

万
円
を
支
出
し
ま
し
た
。

■
衛
生
費

　

ゴ
ミ
処
理
の
負
担
金
と
し
て
菊
池
環
境

保
全
組
合
に
4
億
6
，4
8
4
万
円
を
、

し
尿
処
理
の
負
担
金
と
し
て
菊
池
広
域
連

合
に
4
，8
1
5
万
円
を
支
出
し
ま
し
た
。

そ
の
ほ
か
、
保
健
衛
生
対
策
と
し
て
子
ど

も
医
療
、
予
防
接
種
な
ど
、
保
健
事
業
と

し
て
健
康
相
談
、
集
団
検
診
な
ど
、
環
境

衛
生
や
清
掃
費
な
ど
に
5
億
4
，0
1
3

万
円
を
支
出
し
ま
し
た
。

■
消
防
費

　

菊
池
広
域
連
合
へ
の
負
担
金
と
し
て
2

億
5
，7
8
0
万
円
を
支
出
し
、
消
防
団

活
動
、
小
型
動
力
ポ
ン
プ
の
購
入
、
防
災

無
線
の
増
設
、
各
地
区
消
防
施
設
の
整
備

な
ど
に
6
，3
3
7
万
円
を
支
出
し
ま
し

た
。

■
農
林
水
産
業
費

　

農
業
の
振
興
、
農
道
や
水
路
な
ど
の
整

備
、
町
有
林
の
管
理
、
緑
化
の
推
進
な
ど

に
3
億
1
，5
1
1
万
円
を
支
出
し
ま
し

た
。

■
商
工
費

　

企
業
誘
致
対
策
に
6
，2
7
1
万
円
を

支
出
し
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
商
工
・
観

光
振
興
に
4
，0
3
5
万
円
を
支
出
し
ま

し
た
。

平
成
21
年
度
の
主
な
事
業
内
容

■
健
全
化
判
断
比
率

　

健
全
化
判
断
比
率
に
は
、①
〜
④
の
4

つ
の
指
標
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
主

に
地
方
公
共
団
体
の
標
準
的
な
状
態
で
収

入
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
財
源
で
あ
る

「
標
準
財
政
規
模（
平
成
21
年
度
は
約
76
億

円
）」
に
対
す
る
比
率
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
の
指
標
も
、
早
期
健
全
化
基
準

を
下
回
っ
て
お
り
、
本
町
の
財
政
は
比
較

的
健
全
な
状
況
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　
「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
」
に
し
た
が
っ
て
、
平
成
21
年
度
決

算
に
基
づ
く
「
健
全
化
判
断
比
率
」
と
「
資
金
不
足
比
率
」
を
算
定
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
比
率
か
ら
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
悪
化
な
ど
の
様
子
を
と
ら

え
、
早
い
う
ち
か
ら
健
全
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。

①
実
質
赤
字
比
率 

　

一
般
会
計
等（
下
記
対
象
範
囲
参
照
）の

実
質
赤
字
の
比
率
を
い
い
ま
す
。
当
年
度

は
約
5
億
2
千
万
円
の
実
質
黒
字
と
な
っ

た
た
め
、
実
質
赤
字
比
率
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
連
結
実
質
赤
字
比
率

　

一
般
会
計
等
に
加
え
、
そ
の
他
の
特
別

会
計（
下
記
対
象
範
囲
参
照
）を
連
結
し
た

実
質
赤
字
の
比
率
で
す
。
当
年
度
は
そ
れ

ぞ
れ
の
特
別
会
計
で
実
質
黒
字
で
あ
り
、

連
結
で
約
6
億
3
千
万
円
の
実
質
黒
字
と

な
っ
た
た
め
、
連
結
実
質
赤
字
比
率
は
あ

り
ま
せ
ん
。

③
実
質
公
債
費
比
率

　

一
般
会
計
等
の
公
債
費
に
、
一
般
会
計

が
実
質
的
に
負
担
し
た
そ
の
他
の
特
別
会

計
の
公
債
費
な
ど
を
加
え
た
実
質
的
な
公

債
費
の
比
率
を
い
い
ま
す
。
当
年
度
は

14
・
6
％
と
な
り
ま
し
た
。

④
将
来
負
担
比
率

　

地
方
債
残
高
や
将
来
支
払
う
可
能
性
の

あ
る
そ
の
他
の
負
担
の
比
率
を
い
い
ま

す
。
当
年
度
は
32
・
5
％
と
な
り
ま
し
た
。

■
資
金
不
足
比
率

　

公
営
企
業
の
資
金
不
足
を
、
料
金
収
入

な
ど
の
規
模
と
比
較
し
た
も
の
で
す
。

　

い
ず
れ
の
会
計
も
実
質
黒
字
と
な
っ
た

た
め
、
資
金
不
足
比
率
は
あ
り
ま
せ
ん
。

健
全
化
判
断
比
率
・
資
金
不
足
比
率
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

特別会計
健全化判断指標の対象範囲

一般会計のほか、7つの特別会計の決算については、次のとおりです。

農 業 集 落 排 水
特 別 会 計

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計

後期高齢者医療
特 別 会 計

歳入
歳出

3億　737万円
3億　709万円

歳入
歳出

18億 4,390 万円
18億 1,706 万円

歳入
歳出

3,137 万円
3,008 万円

歳入
歳出

30億 4,669 万円
29億 9,985 万円

1,321 万円
656万円

16億 3,491 万円
16億　372万円

2億 4,618 万円
2億 3,903 万円

歳入
歳出

歳入
歳出

歳入
歳出

一般会計

土地取得特別会計
国民健康保険特別会計
老人保健特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
下水道特別会計　　　　　
農業集落排水特別会計　　　　　　　　
菊池広域連合
菊池環境保全組合
大津菊陽水道企業団
熊本県市町村総合事務組合
熊本県後期高齢者医療広域連合
菊陽町土地開発公社

会計等の名称 健全化判断比率

一般会計等 連
結
実
質
赤
字
比
率

実質赤字
比率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

公営事業会計

公営企業会計

一部事務組合・
広域連合

その他

資金不足
比率の算定

※4つの指標のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合は「早
期健全化団体」とされ財政健全化計画を、3つの指標のうち、いず
れかが財政再生基準以上の場合は「財政再生団体」とされ、財政
再生計画を定めなければなりません。
※「-」の表示は、赤字額がないため「数値なし」となったものです。

健全化判断比率  早期健全化基準    財政再生基準      

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率

│    

│            

14.6%

32.5%

13.87%

18.87%

25.0%

350.0%

20.00%

40.00%

35.0%

※資金不足比率が経営健全化基準以上の場合は「経営健全化
　団体」とされ、経営健全化計画を定めなければなりません。
※「-」の表示は、資金不足額がないため「数値なし」となった
　ものです。

│

  

│

           

資金不足比率 経営健全化基準

①下水道特別会計

②農業集落排水特別会計

20.00%

20.00%

土地取得特別会計

下水道特別会計

老人保健特別会計

介護保険特別会計


